
【ケース１】

教員が「児童Ａ」に対して、
「たんの吸引」を実施する場合

たんの吸引等の業務ができるまで（例）
※教育委員会が登録研修機関となり、都道府県知事が委託契約することにより、
教育委員会が認定証交付事務の一部を実施する場合を想定。

基本研修（９時間）
※教員が省令別表第３号研修
を実施することを想定。

実地研修（たんの吸引）

【ケース２：対象者の変更】

教員が「児童Ｂ」に対して、
「たんの吸引」を実施する場合

【ケース３：行為の変更】

教員が「児童Ａ」に対して、
「経管栄養」を追加して実施する場合

たんの吸引の実施

たんの吸引及び経管栄養の実施

Ｂ

たんの吸引の実施

Ａ

研修修了証明書の交付

認定証の申請・交付

認定証

申請

Ａ

たんの吸引

実地研修（たんの吸引） Ｂ
実地研修（経管栄養） Ａ

教育委員会
（登録研修機関）

認定証の申請・交付

認定証

申請

教育委員会
（登録研修機関）

修了証

たんの吸引 経管栄養

たんの吸引

研修修了証明書の交付 教育委員会
（登録研修機関）

研修修了証明書の交付 教育委員会
（登録研修機関）

修了証

教育委員会
（登録研修機関）

修了証

Ａ

教育委員会
（登録研修機関）

教育委員会
（登録研修機関）

認定証の申請・交付

認定証

申請
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